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び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議

案に含む臨時株主総会を開催すること（以下、上記対象者の第71期定時株主総会または上記臨時株主総会

を「本株主総会」といいます。）を、対象者に要請する予定です。 

（後略） 

 

２．買付け等の概要 

（２）日程等 

② 届出当初の買付け等の期間 

（訂正前） 

平成28年８月４日（木曜日）から平成28年９月15日（木曜日）まで（30営業日） 

（訂正後） 

平成28年８月４日（木曜日）から平成28年10月５日（水曜日）まで（42営業日） 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

② 算定の経緯 

（訂正前） 

（前略） 

f．他の買付者からの買付機会を確保するための措置 

公開買付者は、公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）として法令に

定められた最短期間が20営業日であるところ、本公開買付けの公開買付期間を30営業日としており

ます。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

f．他の買付者からの買付機会を確保するための措置 

公開買付者は、公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）として法令に

定められた最短期間が20営業日であるところ、本公開買付けの公開買付期間を42営業日としており

ます。 

（後略） 

 

（８）決済の方法 

② 決済の開始日 

（訂正前） 

平成28年９月23日（金曜日） 

（訂正後） 

平成28年10月12日（水曜日） 

 

以 上 


